
保
証
団
体
と
な
る
た
め
の
認
可
を
申
請
す
る
際
の
添
附
書
類
及
び
保
証
業
務
を
廃
止
す
る
際
の
届
出
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
参
照
条
文

◎

自
家
用
自
動
車
の
一
時
輸
入
に
関
す
る
通
関
条
約
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）

（
保
証
団
体
）

第
七
条

一
時
輸
入
書
類
を
発
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
る
に
は
、
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
認
可
を
申
請
す
る
に
は
、
申
請
書
に
、
定
款
、
事
業
計
画
書
及
び
業
務
方
法
書
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
財
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

財
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
者
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

条
約
第
六
条
１
に
規
定
す
る
国
際
団
体
（
以
下
「
国
際
団
体
」
と
い
う
。
）
に
加
盟
し
て
い
る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

二

国
際
団
体
と
の
間
に
輸
入
税
に
関
す
る
保
証
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

三

輸
入
税
の
納
付
そ
の
他
保
証
団
体
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
が
あ
る
こ
と
。

４
〜
９

（
省

略
）

◎

通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

（
許
可
の
申
請
）

第
四
条

通
関
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
許
可
申
請
書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

二

通
関
業
務
を
行
な
お
う
と
す
る
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

前
号
の
営
業
所
ご
と
の
責
任
者
の
氏
名
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
置
こ
う
と
す
る
通
関
士
の
数

四

通
関
業
務
を
行
な
お
う
と
す
る
地
域
及
び
そ
の
通
関
業
務
に
係
る
取
扱
貨
物
が
一
定
の
種
類
の
も
の
の
み
に
限
ら
れ
る
場
合
に
は
当
該
貨
物
の
種
類

五

通
関
業
以
外
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
種
類

２

前
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
申
請
者
の
資
産
の
状
況
を
示
す
書
面
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
書
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◎

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に
よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴



う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
保
証
団
体
の
認
可
等
）

第
十
一
条

国
際
道
路
運
送
条
約
第
五
条
１
に
規
定
す
る
権
限
を
有
す
る
者
と
な
る
に
は
、
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
、
定
款
、
事
業
計
画
書
及
び
業
務
方
法
書
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
財
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

財
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
者
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

国
際
道
路
運
送
条
約
第
五
条
２
に
規
定
す
る
国
際
団
体
に
加
盟
し
て
い
る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
国
際
団
体
と
の
間
に
関
税
及
び
内
国
消
費
税
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
条

第
一
号
に
掲
げ
る
内
国
消
費
税
を
い
う
。
以
下
次
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
保
証
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

三

関
税
及
び
内
国
消
費
税
の
納
付
そ
の
他
保
証
団
体
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
が
あ
る
こ
と
。

４
〜
９

（
省

略
）

◎

物
品
の
一
時
輸
入
の
た
め
の
通
関
手
帳
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ａ
Ｔ
Ａ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十

号
）

（
保
証
団
体
）

第
五
条

通
関
手
帳
を
発
給
し
、
及
び
第
三
条
の
通
関
手
帳
に
よ
る
輸
入
又
は
保
税
運
送
が
さ
れ
る
物
品
に
係
る
輸
入
税
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
る
に
は

、
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
認
可
を
申
請
す
る
に
は
、
申
請
書
に
、
定
款
、
事
業
計
画
書
及
び
業
務
方
法
書
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
財
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

財
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
者
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

条
約
に
基
づ
く
保
証
の
た
め
の
組
織
に
加
入
す
る
こ
と
が
確
実
な
法
人
で
あ
る
こ
と
。

二

輸
入
税
の
納
付
そ
の
他
保
証
団
体
の
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
が
あ
る
こ
と
。

４
〜
９

（
省

略
）




